
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 粉飾決算があった場合                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Ｑ：業種によっては粉飾決算をしている会

社もあるとか。粉飾決算をした場合は、どの

ように取り扱われるのですか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：次のように取り扱われます。 

【解説】  

税務では、法人が申告・納付した法人税額

が過大である場合には、税務署長が減額更正

を行うとともにその過大に納付された法人

税額を遅滞なく還付することになっていま

す。 

しかし、法人が事実を仮装して経理し、所

得金額を過大に計算したうえ確定申告を行

った場合には、税務署長は、その事業年度の

法人税につき、法人が修正の経理をし、かつ、

その修正の経理を行った事業年度の確定申

告書を提出するまでの間は、更正しないこと

ができるとされています。 

つまり、法人の申告した所得金額が過大

であっても、粉飾決算に基くものである場合

は減額更正しないという取扱いになってい

るのです。 

また、万一税務署長が減額更正した場合

でも、過大税額はただちに還付されず、その

更正があった事業年度開始の日から５年以

内に開始する各事業年度の納付すべき法人

税額から順次控除することとなっています

（ただし、更正があった事業年度開始の日前

１年以内に開始する事業年度の法人税額に

ついては、過大税額を限度として即時還付さ

れることとなっています）。 
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